
　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）
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本山町北山ヤクチ丙

10

乙が甲にＤを
支払うべき時
期、相手方及

び方法

備考
地番所　　在番号 林小班

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

集R3-18

経営管理権の設定を受ける市町村
（乙） 本山町長　細川　博司 高知県長岡郡本山町本山５０４

経営管理権を設定する森林の森林所
有者（甲） 山田　利幸 高知県高知市神田２１６４番地１０７

地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理
権の始期

木材の販売による収益から伐採等に
要する経費を控除してなお利益があ
る場合において甲に支払われるべき

金銭（Ｄ）の額の算定方法

スギ 57丙1117-1 山林 0.72047-03-002

経営管理権の
存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて行われる経
営管理の内容（Ｃ）

１．時期
木材生産業務及
び、木材販売業
務が完了し、販
売収入が確定し
たのち、速やか
に行う。

２．相手方およ
び方法
乙から甲に支払
うこととし、支
払い方法は、甲
の指定する口座
または現金手渡
しにより、行
う。

10年
（2031/09/31）

●経営管理実施権は設定は行わず、乙
自ら経営管理を実施する。

●乙は、本山町森林整備計画に基づい
て、存続期間中に間伐を１回または２
回実施する。

●乙は、作業の際には、下層植生はで
きる限り残置する、渓畔林における不
必要な伐採は控える等、森林の公益的
機能の維持・増進に配慮する。

●乙は、作業道開設の際には、土砂流
出防止・分散排水に配慮し、長期間使
用できる壊れにくい道作りを実施す
る。

●乙は、気象害および病虫獣害の確認
と下層木成長の経過観察のため、年に
１回程度林内巡視を行う。

●木材の販売が行われた場合、甲に支
払われるべき金銭の額は、木材の販売
収入の額と補助金額から、間伐作業お
よび木材販売に係る経費、補助金事務
手数料を控除した収益額をもとに算定
する。

・木材の販売収入の額については、実
際に木材を販売して得られた収入によ
り算定する。

・間伐作業および木材販売に係る経費
については、実際に木材を生産するの
に要した経費により算定する。

●木材の販売が行われなかった場合
は、甲には金銭の支払いは行われな
い。その場合、乙が行う経営管理の経
費は乙が負担するものとする。

2021/10/1
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この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　　　所（同上） 印

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　　　所（同上） 印

（記載注意） (１)　この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合には、別葉とすること。

(２)　共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有

者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(３)（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、

実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部

について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(４)（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書き

にすること。

(５)（Ｂ）欄は、「○年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。
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乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

番号 所　　在

経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
地番 林班 小班地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印
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本山町長　細川　博司

氏名又は名称
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